
団体名
各団体の負債等に係る県の一般会
計等の負担見込額
                                       （千円）

（株）かずさアカデミアパーク 775,677

損失補償対象債務(861,863千円）の90%を算入

・債務超過額（3,318,503千円）
・経常損益額（△123,505千円）

財務諸表評価方式により
・債務超過であること
・債務超過額が損失補償付債務額以上で
あること
・経常損益が赤字であること
⇒Ｅ判定（90%算入）

（財）千葉県水産振興公社 53,527 損失補償対象債務(59,474）の90%を算入

外形事象評価方式により
・損失補償付債務の元利償還金の70%以上
の県からの補助金（129,939千円）を受領し
ている。
⇒Ｅ判定（90%算入）

（財務諸表評価方式ではＢ判定であるが、
算入率が高い区分に分類されるため、90%
となる。）

（財）千葉県まちづくり公社 544,327

損失補償対象債務(5,443,273）の10%を算入

・資産超過額（6,869,785千円）
・経常損益額（9,257千円）

財務諸表評価方式により
・資産超過であること
・10年後も資産超過見込であること
・経常損益が黒字であること
⇒Ａ判定（10%算入）

千葉県信用保証協会 4,951,101
損失補償実行率：0.3%（県制度融資）

＊条例に基づく損失てん補

4,951,101千円＝352,592,260千円（損失補
償残高）×4.13年（平均残存年数）×損失
補償実行率（0.3%）

（財）千葉県産業振興センター 31,113
損失補償実行率：0.4%（設備貸与事業）

＊要綱に基づく損失てん補

31,113千円＝1,693,890千円（損失補償残
高）×4.48年（平均残存年数）×損失補償
実行率（0.4%）

計 6,355,745

＊財務諸表評価方式‥‥公表された財務諸表等から判定する方法
＊外形事象評価方式‥‥経済的取引や出資地方公共団体の支援等の事象から判定する方法

各団体ごとの損失補償に関する県の実質負担見込額（財政健全化法上）

財政健全化法上の算定（20年度決算）



債務超過額
の1/3以上

債務超過額
の1/5以上
～1/3未満

債務超過額
の1/10以上
～1/5未満

債務超過額
の1/10未満

損失補償付
債務額の
1/20未満

損失補償付
債務額の
1/20以上～
1/10未満

損失補償付
債務額の
1/10以上～
1/5未満

損失補償付
債務額の
1/5以上～
1/2未満

損失補償付
債務額の
1/2以上
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算入率　→→　A:10%　　B:30%　　C:50%　　D:70%　　　Ｅ:90%

財務諸表評価方式

6ヶ月以上の延滞

　損失補償付債務の元利償還費の30％～50％
の損失補償付与団体からの補助金又は実質的
な新規貸付金を受領している。

　損失補償付債務の元利償還費の50％～70％
の損失補償付与団体からの補助金又は実質的
な新規貸付金を受領している。

　損失補償付債務の元利償還費の70％以上の
損失補償付与団体からの補助金又は実質的な
新規貸付金を受領している。

　第３者から破産、清算、会社整理、会社更生、
民事再生等が申し立てられている。
　手形交換所の取引停止処分を受けている。

損失補償を付した団体の追加支援

　損失補償付債務の元利償還費の10％未満し
か、損失補償付与団体からの補助金又は実質
的な新規貸付金を受領していない。

　損失補償付債務の元利償還費の10％～30％
の損失補償付与団体からの補助金又は実質的
な新規貸付金を受領している。

Ｄ　地方団体実質管理債務

その他

3ヶ月超6ヶ月未満の延滞

条件緩和なし
延滞なし

条件緩和あり
1ヶ月未満の延滞

1ヶ月以上3ヶ月以内の延滞

経常損益が黒字

損失補償付債務額の3/4以上～損失補償
付債務額未満

損失補償付債務額以上

損失補償付債務額の1/4未満

経常損益が赤字

経常黒字が 経常赤字が

10年後資産超過

5年後資産超過10年後債務超過

損失補償付債務額の1/4未満

損失補償付債務額の1/4以上～1/2未満

損失補償付債務額の1/2以上～3/4未満

Ｅ　地方団体実質負担債務

損失補償付債務額の1/4以上～1/2未満

損失補償付債務額の1/2以上～3/4未満

損失補償付債務額の3/4以上～損失補償
付債務額未満

損失補償付債務額以上

外形事象評価方式

Ａ　正常償還見込債務

Ｂ　地方団体要関与債務

Ｃ　地方団体要支援債務
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水産振興公社
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